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令
和
元
年
１０
月
１
日
よ
り
消
費
税
率
及
び
地
方

消
費
税
率
が
８
％
か
ら
１０
％
へ
引
き
上
げ
に
な
る

こ
と
に
伴
い
、
施
設
使
用
料
等
の
適
切
な
転
嫁
を
図

る
た
め
、
使
用
料
等
の
見
直
し
に
関
す
る
条
例
の
改

正
議
案
が
提
出
さ
れ
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
改
正
に
伴
い
、
１０
月
１
日
よ
り
使
用
料
等
が

変
更
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
１０
月
１
日
以
後
の
利
用

に
係
る
使
用
料
等
で
、
１０
月
１
日
以
後
に
納
付
さ
れ

る
も
の
か
ら
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
今
回
の
見
直
し
で
は
、
市
バ
ス
の
運
賃
や
戸
籍
の

証
明
手
数
料
・
住
民
基
本
台
帳
の
証
明
手
数
料
・
印

鑑
登
録
に
関
す
る
手
数
料
な
ど
、
今
ま
で
通
り
と
な

っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

消費税増税に伴う料金の見直し消費税増税に伴う料金の見直し消費税増税に伴う料金の見直し消費税増税に伴う料金の見直し
令和元年６月議案

   

  

～消費税ってどんな税？～

消費税とは？
買い物などに対して支払う税金で、広く公平に課

税される間接税です。（間接税とは、税金を納める

義務がある人と税金を負担する人が異なる税金の

ことです。）

消費税が引き上げられる理由は？
今後も、少子高齢化が進んでいき、社会保険料な

どの社会保障財源が必要となります。そのため、

特定の人に税金の負担が集中しない消費税が、高

齢化社会における社会保障の財源にふさわしいと

考えられているからです。

令和元年１０月１日から
　　　料金が変更になります！

足白ボルダリングセンター

施設使用料

新料金

５５０円／２時間

旧料金

５４０円／２時間

なつきの湯
新料金

区分

１２歳以上７０歳未満

７０歳以上又は障がい者

６歳以上１２歳未満

６歳未満

１人当たり

３３０円

２２０円

１６０円

回数券

３，３００円

　　　／１２回

２，２００円

　　　／１２回

１，６００円

　　　／１２回

１人当たり

３１０円

２１０円

１５０円

回数券

３，１５０円

　　　／１２回

２，１００円

　　　／１２回

１，５７０円

　　　／１２回

旧料金

無料無料

ゴミ袋・粗大ごみシール（家庭用）
新料金

燃えるゴミ袋（１０枚）

燃えないゴミ袋（１０枚）

空きかん・びん袋（１０枚）

ペットボトル袋（１０枚）

粗大ごみシール（１枚）

大　　　５５０円

小　　　３３０円

極小 　 １６５円

　　　　３３０円

大　　　５４０円

小　　　３２４円

極小 　 １６２円

      ３２４円

旧料金

一部紹介

※ペットボトル袋の極小サイズはありません。
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※ペットボトル袋の極小サイズはありません。


